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【検査項目】 

【対象者】 
 平成23年時に警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域に指定された市町村及び 
特定避難勧奨地点の属する区域に住民登録があった住民(約21万人）並びに基本調査の結果
必要と認められた方。 
（＝田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江  
  町、葛尾村、飯舘村の全域及び伊達市の一部） 

年齢区分 検査項目

0歳～6歳
（就学前乳幼児）

身長、体重、
血算（赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画）

7歳～15歳
（小学校1年生～中学校3年生）

身長、体重、血圧、
血算（赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画）
[希望による追加項目]
血液生化学（AST、ALT、γ-GT、TG、HDL-C、LDL-C、HbA1c、血糖、
　　　　　　血清クレアチニン、尿酸）

16歳以上

身長、体重、腹囲（BMI）、血圧、
血算（赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、血小板数、白血球数、白血球分画）
尿検査（尿蛋白、尿糖、尿潜血）
血液生化学（AST、ALT、γ-GT、TG、HDL-C、LDL-C、HbA1c、血糖、
　　　　　　血清クレアチニン、eGFR、尿酸）
※下線部は、通常、特定健康診査では検査しない追加項目

健康診査 

県民健康調査の「健康診査」とは？（福島県立医大放射線医学県民健康管理センターウェブサイト）より作成 

健康診査 概要（1/2） 

検査項目は、一般的な健康診査に血算、血清クレアチンや尿潜血等の検査項目を追加し
たものです。

16 歳以上の対象者に伊達市を除く市町村が実施する特定健診では、通常の健診項目に
表中の下線の付いた項目を上乗せして実施されています。

健康診査の対象となる方は、東京電力福島第一原子力発電所事故時に警戒区域、計画的
避難区域、緊急時避難準備区域に指定された市町村及び特定避難勧奨地点の属する地域※

にお住まいだった方々です。

※田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江
町、葛尾村、飯舘村の全域及び伊達市の一部

本資料への収録日：平成 25 年３月 31 日
改訂日：平成 28 年３月 31 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成27年度版）」 第10章 健康管理 




